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１．意匠制度小委員会の報告書における提言内容

1

・複数意匠を一括出願できる制度を整備し、一の願書による複数の意匠に
ついての意匠登録出願を認めることとすべきである。

・一方で、複数の意匠の一括出願を認めるものの、一つの意匠ごとに一つ
の意匠権を発生させるという原則は維持することとし、実体審査や意匠
登録については現行制度と同じく意匠ごとに行うこととすべきである。

・一括出願に含むことのできる意匠の数については、諸外国やジュネーブ
改正協定との調和や、運用上の便宜を踏まえて、上限を設けることとし、
一括出願できる意匠の範囲（ロカルノ分類の同一クラス又は類似の範囲
等）については、実体審査や意匠登録を意匠ごとに行う場合は、制限を
設けないことが適当である。
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２．制度の概要とフロー図

複数意匠一括出願 方式審査

意匠登録出願

設定登録実体審査 登録料納付

意匠登録出願

意匠登録出願

優先権等の証明書

方式完備 みなし取下げ

意匠数の上限
・100意匠

意匠の範囲
・制限しない

出願手数料
・16,000円×意匠数分

出願と同時に申請できるもの
・パリ条約による優先権主張
・新規性喪失の例外適用申請
・秘密意匠請求

オンラインによる出願が可能

出願番号通知

公報発行出願番号通知

出願番号通知

出願番号通知

20XX-3XXXXX
アクセスコード XXXX

形式チェック
手数料チェック

※出願手数料（意匠数分）
が不足する場合は補正指令

20XX-0XXXXX
アクセスコード XXXX

出願人の動き

特許庁の動き■我が国への出願を第一国出願とする場合の優先権証明書の発行は、複数意匠一括出願、
意匠ごとの意匠登録出願のいずれについても可能。DASの利用も可能。
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３．願書様式のイメージ

【書類名】 複数意匠一括願
【整理番号】 Ｄ－２００７
【特記事項】 意匠法第４条第２項の規定の適用…
【意匠登録出願人】
【氏名又は名称】 意匠株式会社

【代理人】
【氏名又は名称】 代理 一郎

【秘密にすることを請求する期間】 ３年
【パリ条約による優先権等の主張】
【国・地域名】 大韓民国
【出願日】 ００００年００月００日
【出願番号】 ＣＡ１２３４５６７８９０

【手数料の表示】
【納付金額】 ６３３００

【意匠１】
【整理番号】 Ｄ－２００７－０１
【本意匠の表示】
【出願番号】 意願２０１２－１２３４５６

【意匠に係る物品】 皿
【意匠の創作をした者】
【氏名】 意匠 太郎

【意匠に係る物品の説明】 この物品は…
【意匠の説明】 側面図は…
【平面図】

（続き）
【正面図】

【意匠２】
【整理番号】 Ｄ－２００７－０２
【意匠に係る物品】 ドローン
【意匠の創作をした者】
【氏名】 意匠 一郎

【意匠の説明】 意匠登録を受けようとする部分は…
【斜視図】

【意匠３】
【整理番号】 Ｄ－２００７－０３
【意匠に係る物品】 ドローン用コントローラ
【意匠の創作をした者】
【氏名】 意匠 二郎

【意匠に係る物品の説明】 この物品は…
【斜視図】
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